
○ 国民健康保険税率・額

令和８年度より
子ども・子育て支援金制度がはじまり、子ども・子育て支援金分が加算される。

区 分 医療保険分（全ての方） 後期高齢者支援分（全ての方） 介護保険分(４０～６４歳の方)

所 得 割 率
加入者の

基準総所得×７．６４％

加入者の

基準総所得×３．２７％

加入者の

基準総所得×３．０３％

均 等 割 額 加入者数 × ２７，６００円 加入数者 ×１１，５００円 加入者数 × １６，９００円

平 等 割 額 １世帯につき２０，０００円 １世帯につき８，４００円

課税限度額 ６５万円 ２４万円 １７万円
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